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土
井

政
和

教
授

著
作
目
録

著
書
、
編
著

『
現
代
刑
事
政
策
』

石
原
明
・
藤
岡
一
郎
・
荒
川
雅
行
と
共
著
）

青
林
書
院

二
〇
〇
〇
年

ク
ラ
ウ
ス
・
ラ
ウ
ベ
ン
タ
ー
ル
『
ド
イ
ツ
行
刑
法
』

堀
雄
と
共
訳
）

矯
正
協
会

二
〇
〇
六
年

『
更
生
保
護
制
度
改
革
の
ゆ
く
え
』

刑
事
立
法
研
究
会
編
・
土
井
編
著
）

現
代
人
文
社

二
〇
〇
七
年

『
非
拘
禁
的
措
置
と
社
会
内
処
遇
の
課
題
と
展
望
』

刑
事
立
法
研
究
会
編
・
土
井
編
著
）

現
代
人
文
社

二
〇
一
二
年

教
科
書
等
の
一
部
執
筆

『
現
代
刑
法
学
原
論
﹇
総
論
﹈
改
訂
版
』

刑
法
理
論
研
究
会
編
）

三
省
堂

一
九
八
七
年

『
刑
法
マ
テ
リ
ア
ル
ズ
｜
﹇
総
論
﹈』

西
原
春
夫
他
編
）

柏
書
房

一
九
九
五
年

『
新
刑
事
政
策
入
門
』

大
塚
仁
編
）

青
林
書
院

一
九
九
五
年

『
現
代
刑
法
学
原
論
﹇
総
論
﹈
第
３
版
』

刑
法
理
論
研
究
会
編
）

三
省
堂

一
九
九
六
年

『
入
門
・
監
獄
改
革
』

刑
事
立
法
研
究
会
編
）

日
本
評
論
社

一
九
九
六
年

『
少
年
法
と
適
正
手
続
』

澤
登
俊
雄
・
斎
藤
豊
治
編
）

成
文
堂

一
九
九
八
年

『
現
代
青
林
講
義
・
刑
事
政
策
』

加
藤
久
雄
・
瀬
川
晃
編
）

青
林
書
院

一
九
九
八
年
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論
文

「
犯
罪
者
援
助
と
社
会
復
帰
行
刑
（
一
）」

（
九
大
法
学
四
七
号
）

「
犯
罪
者
援
助
と
社
会
復
帰
行
刑
（
二
完
）」

（
九
大
法
学
四
八
号
）

一
九
八
四
年

一
九
八
五
年

「
社
会
的
援
助
と
し
て
の
行
刑
（
序
説
）」

（
法
政
研
究
五
一
巻
一
号
）

一
九
八
四
年

「
『
隔
離
収
容
』
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）」

（
法
政
研
究
五
三
巻
二
号
）

一
九
八
七
年

「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
受
刑
者
の
隔
離
収
容
（
上
）」

（
法
政
研
究
五
四
巻
二
‖
四
号
）

一
九
八
八
年

「
西
ド
イ
ツ
｜
行
刑
法
の
理
念
に
遠
く
及
ば
ぬ
実
務
」

総
合
特
集
シ
リ
ー
ズ
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
『
監
獄
の
現
在
』

一
九
八
八
年

「
受
刑
者
の
社
会
復
帰
の
権
利
」『
現
代
に
お
け
る
刑
事
法
学
の
課
題
｜
井
上
祐
司
先
生
退
官
記
念
論
集
｜
』

（
横
山
晃
一
郎
・
土
井
政
和
共
編
著
）

櫂
歌
書
房

一
九
八
九
年

「
行
刑
に
お
け
る
被
害
者
の
観
点
」

（
法
政
研
究
五
六
巻
三
‖
四
号
）

一
九
九
〇
年

「
行
刑
と
福
祉
｜
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
『
新
し
い
刑
事
政
策
』
の
試
み
を
中
心
に
し
て
｜
」

（
矯
正
協
会
百
周
年
記
念
論
文
集
第
三
巻
）

矯
正
協
会

一
九
九
〇
年

「
西
ド
イ
ツ
行
刑
の
現
状
と
行
刑
法
改
正
案
」

（
刑
政
一
〇
一
巻
一
一
号
）

一
九
九
〇
年

「
九
〇
年
代
の
行
刑
｜
経
済
性
・
効
率
性
と
人
間
的
処
遇
｜
」

（
九
州
矯
正
三
三
六
号
）

一
九
九
一
年

「
仮
釈
放
と
適
正
手
続
｜
受
刑
者
の
仮
釈
放
申
請
権
と
不
服
申
立
て
を
中
心
に
」
（
犯
罪
と
非
行
一
〇
八
号
）

一
九
九
六
年

「
ド
イ
ツ
の
少
年
司
法
」

（
季
刊
刑
事
弁
護
八
号
）

一
九
九
六
年

「
未
決
被
勾
留
者
へ
の
社
会
的
援
助
｜
弁
護
士
は
ど
こ
ま
で
で
き
る
か

」

（
季
刊
刑
事
弁
護
九
号
）

一
九
九
七
年
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「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
少
年
警
察
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向
」

中
山
研
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
五
巻
『
刑
法
の
展
開
』

成
文
堂

一
九
九
七
年

「『
国
際
化
』
の
中
の
『
日
本
型
行
刑
』」

（
刑
法
雑
誌
三
七
巻
一
号
）

一
九
九
七
年

「
少
年
院
・
教
護
院
と
保
護
・
更
生
」

（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
一
七
号
）

一
九
九
七
年

「
事
実
認
定
を
め
ぐ
る
少
年
法
改
正
・
対
審
化
論
の
検
討
」

（
法
律
時
報
七
〇
巻
八
号
）

一
九
九
八
年

「
更
生
保
護
へ
の
期
待
」

（
更
生
保
護
五
〇
巻
一
号
）

一
九
九
九
年

「
公
務
員
犯
罪
」

（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
三
九
号
）

一
九
九
九
年

「
世
界
の
刑
事
思
潮
か
ら
見
た
更
生
保
護
の
将
来
｜
ド
イ
ツ
に
お
け
る
最
近
の
動
向
を
中
心
と
し
て
」

『
更
生
保
護
の
課
題
と
展
望
｜
更
生
保
護
制
度
50
周
年
記
念
論
文
集
』

（
法
務
省
保
護
局
）

一
九
九
九
年

「
犯
罪
論
・
刑
罰
論
と
量
刑
の
あ
り
方
」

（
季
刊
刑
事
弁
護
三
〇
号
）

二
〇
〇
二
年

「
日
本
に
お
け
る
刑
務
所
改
革
の
課
題
と
展
望
」

刑
事
立
法
研
究
会
『
21
世
紀
の
刑
事
施
設
｜
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
市
民
参
加
』

日
本
評
論
社

二
〇
〇
三
年

「
刑
事
施
設
に
お
け
る
社
会
的
援
助
と
市
民
参
加
」

刑
事
立
法
研
究
会
『
21
世
紀
の
刑
事
施
設
｜
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
市
民
参
加
』

日
本
評
論
社

二
〇
〇
三
年

「
刑
務
所
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
｜
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
を
中
心
に
し
て
｜
」

『
刑
事
実
体
法
と
裁
判
手
続
｜
法
学
博
士
井
上
正
治
先
生
追
悼
論
集
』

九
州
大
学
出
版
会

二
〇
〇
三
年
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「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
刑
務
所
の
透
明
性
の
確
保
に
つ
い
て
」

（
龍
谷
大
学
矯
正
・
保
護
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
一
号
）

二
〇
〇
四
年

「『
21
世
紀
の
行
刑
法
』
と
行
刑
改
革
会
議
提
言
の
意
義
」
刑
事
立
法
研
究
会
『
刑
務
所
改
革
の
ゆ
く
え
』

現
代
人
文
社

二
〇
〇
五
年

「『
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
案
』
に
つ
い
て
」

（
法
律
時
報
七
七
巻
五
号
）

二
〇
〇
五
年

「
受
刑
者
処
遇
法
に
み
る
行
刑
改
革
の
到
達
点
と
課
題
」

（
自
由
と
正
義
五
六
巻
九
号
）

二
〇
〇
五
年

「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
少
年
司
法
政
策
の
最
近
の
動
向
」

『
少
年
法
の
課
題
と
展
望
第
２
巻
』

斉
藤
豊
治
・
守
屋
克
彦
編
）

成
文
堂

二
〇
〇
六
年

「
矯
正
の
現
状
と
課
題
」

（
刑
法
雑
誌
四
五
巻
三
号
）

二
〇
〇
六
年

「
社
会
復
帰
の
た
め
の
処
遇
」『
刑
務
所
改
革
』

菊
田
幸
一
・
海
渡
雄
一
編
）

日
本
評
論
社

二
〇
〇
七
年

「
特
集

新
受
刑
者
処
遇
法
の
諸
問
題

企
画
の
趣
旨
」

（
刑
法
雑
誌
四
六
巻
三
号
）

二
〇
〇
七
年

「
更
生
保
護
制
度
改
革
の
動
向
と
課
題
」
刑
事
立
法
研
究
会
『
更
生
保
護
制
度
改
革
の
ゆ
く
え
』
現
代
人
文
社

二
〇
〇
七
年

「
受
刑
者
の
権
利
保
障
」『
社
会
の
中
の
刑
事
司
法
』

菊
田
幸
一
編
著
）

日
本
評
論
社

二
〇
〇
七
年

「
日
本
に
お
け
る
社
会
内
処
遇
制
度
改
革
の
動
向
と
課
題
（
特
集

社
会
内
処
遇
制
度
改
革
の
日
韓
比
較
）」

（
龍
谷
大
学
矯
正
・
保
護
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
四
号
）

二
〇
〇
七
年

「
刑
事
被
収
容
者
処
遇
法
運
用
上
の
諸
問
題
」
前
野
育
三
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
『
刑
事
政
策
の
体
系
』

法
律
文
化
社

二
〇
〇
八
年

「
更
生
保
護
基
本
法
要
綱
試
案
」
刑
事
立
法
研
究
会
社
会
内
処
遇
班
（
共
著
）

（
龍
谷
大
学
矯
正
・
保
護
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
五
号
）

二
〇
〇
八
年
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「
日
本
の
刑
事
施
設
と
国
連
拷
問
禁
止
委
員
会
勧
告
」

（
国
際
人
権
一
九
号
）

二
〇
〇
八
年

「
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
と
社
会
復
帰
支
援
の
新
た
な
展
開
と
課
題
」
Ｐ
Ｆ
Ｉ
研
究
会
編
集
委
員
会
『
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所

の
新
し
い
試
み
｜
島
根
あ
さ
ひ
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー
の
挑
戦
と
課
題
｜
』

成
文
堂

二
〇
〇
九
年

「
特
集

刑
務
所
へ
の
民
間
参
入
の
意
義
と
課
題
｜
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
を
め
ぐ
っ
て
（
企
画
の
趣
旨
）」

（
刑
法
雑
誌
四
八
巻
三
号
）

二
〇
〇
九
年

「
刑
事
司
法
と
社
会
福
祉
」

（
学
士
会
会
報
二
〇
一
一
年
四
号
）

二
〇
一
一
年

「
日
本
に
お
け
る
非
拘
禁
的
措
置
と
社
会
内
処
遇
の
課
題
」

『
非
拘
禁
的
措
置
と
社
会
内
処
遇
の
課
題
と
展
望
』

刑
事
立
法
研
究
会
編
）

現
代
人
文
社

二
〇
一
二
年

「
Ｐ
Ｆ
Ｉ
刑
務
所
の
現
状
と
課
題
」

（
犯
罪
と
非
行
一
七
二
号
）

二
〇
一
二
年

「
刑
務
所
に
お
け
る
福
祉
と
医
療
」

（
刑
政
一
二
五
巻
一
号
）

二
〇
一
四
年

「
刑
事
司
法
と
福
祉
の
連
携
を
め
ぐ
る
今
日
的
課
題
」

（
犯
罪
社
会
学
研
究
三
九
号
）

二
〇
一
四
年

「
い
じ
め
と
警
察
」

（
日
本
教
育
法
学
会
年
報
四
三
号
）

二
〇
一
四
年

「
刑
事
司
法
と
福
祉
の
連
携
｜
現
状
と
課
題
」

（
月
刊
福
祉
九
八
巻
一
〇
号
）

二
〇
一
五
年

「
ド
イ
ツ
の
社
会
内
処
遇
｜
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
に
お
け
る
保
護
観
察
の
民
間
委
託
を
中
心
と

し
て
」

（
更
生
保
護
学
研
究
七
号
）

二
〇
一
五
年

紹
介
・
翻
訳
・
解
説
・
報
告
等

「
Ｊ
・
Ｍ
・
ホ
イ
ス
リ
ン
ク
「
死
の
思
想
｜
哲
学
的
な
死
の
観
念
と
自
殺
、
オ
イ
タ
ナ
ジ
ー
に
と
っ
て
の
人
類
学

的
‖
問
題
史
的
意
味
」

紹
介
）

（
法
政
研
究
四
四
巻
二
号
）

一
九
七
七
年
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「
世
界
の
未
決
拘
禁
法
｜
ハ
ン
ガ
リ
ー
」

紹
介
・
横
山
晃
一
郎
と
共
同
執
筆
）

（
法
律
時
報
五
〇
巻
三
号
）

一
九
七
八
年

「
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
カ
イ
ザ
ー
『
刑
罰
学
の
比
較
的
考
察
｜
吾
々
は
、
刑
罰
に
つ
い
て
何
を
知
っ
て
い
る
か
』」

翻
訳
）

（
法
政
研
究
五
〇
巻
二
号
）

一
九
八
四
年

「
ア
ル
ビ
ン
・
エ
ー
ザ
ー
『
法
の
緊
張
領
域
に
お
か
れ
て
い
る
研
究
者
｜
科
学
及
び
技
術
の
自
由
と
責
任
に
つ

い
て
の
比
較
的
考
察
｜
』」

翻
訳
）

（
法
政
研
究
五
二
巻
一
号
）

一
九
八
五
年

「H
u
d
so
n v

.
P
a
lm
er,

｜U
.S
.

｜,
104 S

.C
t.
3194

(1984)

｜
受
刑
者
は
、
第
４
修
正
の
保
障
を
う
け
る

前
提
で
あ
る
居
房
に
お
け
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ィ
の
合
理
的
期
待
を
も
た
な
い
」

紹
介
）

（
ア
メ
リ
カ
法

一
九
八
六
｜
一
）

一
九
八
六
年

「
社
会
民
主
法
律
家
協
会
『
西
ド
イ
ツ
連
邦
再
社
会
化
法
草
案
』」

資
料
）

（
法
政
研
究
五
七
巻
二
号
）

一
九
九
一
年

「
情
状
酌
量
」、

仮
釈
放
・
保
護
観
察
」

（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
三
九
号
）

一
九
九
一
年

「
刑
事
拘
禁
法
要
綱
試
案
」

刑
事
立
法
研
究
会
・
共
著
）

（
法
律
時
報
六
三
巻
六
号
）

一
九
九
一
年

「
学
会
回
顧
・
刑
事
政
策
」

石
塚
伸
一
と
共
著
）

（
法
律
時
報
六
三
巻
一
二
号
）

一
九
九
一
年

「
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ダ
イ
ム
リ
ン
ク
編
『
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
╱
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
近
代
刑
事
司
法

の
始
期
』

一
九
八
九
）

資
料
）

九
州
ベ
ッ
カ
リ
ー
ア
研
究
会
）

（
法
政
研
究
五
八
巻
二
号
）

一
九
九
二
年

「
条
文
か
ら
ス
タ
ー
ト
、
刑
﹇
９
条
、
11
条
、
12
条
、
13
条
﹈」

（
法
学
教
室
一
四
〇
号
）

一
九
九
二
年

「
塀
の
中
か
ら
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
」

石
塚
伸
一
と
共
著
）

（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
四
九
号
）

一
九
九
二
年

「
学
界
回
顧
・
刑
事
政
策
」

（
法
律
時
報
六
四
巻
一
三
号
）

一
九
九
二
年

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
行
刑
改
革
（
四
）「
イ
ギ
リ
ス
の
行
刑
白
書
『
収
容
、
ケ
ア
、
お
よ
び
公
正
｜
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
に
お
け
る
行
刑
の
将
来
像
』」

（
警
察
研
究
六
四
巻
三
号
）

一
九
九
三
年
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「
学
界
回
顧
・
刑
事
政
策
」

（
法
律
時
報
六
五
巻
一
三
号
）

一
九
九
三
年

「
Ｈ
・
シ
ュ
ー
ラ
ー
・
シ
ュ
プ
リ
ン
ゴ
ル
ム
『
社
会
的
周
縁
者
の
犯
罪
』」

翻
訳
）（

法
政
研
究
六
二
巻
一
号
）

一
九
九
五
年

「
所
一
彦
著
『
刑
事
政
策
の
基
礎
理
論
』」

書
評
）

（
犯
罪
社
会
学
研
究
二
〇
号
）

一
九
九
五
年

「
一
貫
し
た
社
会
的
援
助
（
刑
政
時
評
）」

（
刑
政
一
〇
八
巻
四
号
）

一
九
九
七
年

「
ホ
ラ
ー
・
ビ
デ
オ
と
少
年
犯
罪
（
刑
政
時
評
）」

（
刑
政
一
〇
八
巻
一
〇
号
）

一
九
九
七
年

「
ド
イ
ツ
少
年
裁
判
所
法
及
び
同
法
基
準
」

武
内
謙
治
と
共
訳
）

（
法
政
研
究
六
四
巻
一
号
）

一
九
九
七
年

「
シ
ネ
マ
法
学
入
門
『
人
間
関
係
と
死
刑
制
度
｜
デ
ッ
ド
マ
ン
・
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
』」

法
学
教
室
二
〇
三
号
）

一
九
九
七
年

「F
.E
.Z
im
lin
g
,
G
.H
a
w
k
in
s:
In
ca
p
a
cita

tio
n

｜P
en
a
l
 
C
o
n
fin
em
en
t
 
a
n
d
 
th
e
 
R
estra

in
t
 
o
f

 
C
rim

e.
O
x
fo
rd U

n
iv
.
P
ress 1995

（
紹
介
）」

（
ア
メ
リ
カ
法
一
九
九
七

二
）

一
九
九
七
年

「
未
決
被
勾
留
者
に
対
す
る
社
会
的
援
助
（
刑
政
時
評
）」

（
刑
政
一
〇
九
巻
四
号
）

一
九
九
八
年

「
ド
イ
ツ
行
刑
法
20
周
年
の
評
価
（
刑
政
時
評
）」

（
刑
政
一
〇
九
巻
一
〇
号
）

一
九
九
八
年

「
石
塚
伸
一
著
『
社
会
的
法
治
国
家
と
刑
事
立
法
政
策
』

書
評
）」

（
法
の
科
学
二
八
号
）

一
九
九
九
年

「
受
刑
者
の
受
信
・
発
信
し
た
信
書
の
一
部
抹
消
と
憲
法
21
条
（
判
例
解
説
）」

（
平
成
一
〇
年
度
重
要
判
例
解
説
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
）

一
九
九
九
年

「
収
容
継
続
に
対
す
る
抗
告
（
判
例
解
説
）」

（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
少
年
法
判
例
百
選
）

一
九
九
九
年

「
行
刑
」

矯
正
」

更
生
保
護
」

社
会
内
処
遇
」

受
刑
者
処
遇
」

犯
罪
人
名
簿
」

復
権
」

保
護
観
察
」

保
護
司
」

保
護
処
分
」

解
説
）『
現
代
法
律
百
科
大
事
典
』

ぎ
ょ
う
せ
い

二
〇
〇
〇
年
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「
監
獄
破
産
論
」

教
誨
」

矯
正
」

矯
正
医
学
」

矯
正
教
育
」

矯
正
施
設
」

矯
正
職
員
」

国
際
連
合
・
犯

罪
防
止
及
び
犯
罪
者
処
遇
会
議
」

施
設
内
処
遇
」

社
会
復
帰
」

自
由
刑
単
一
化
論
」

週
末
拘
禁
」

単
一
刑
論
」

犯
罪
者
処
遇
」

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
」

被
害
者
」

被
害
者
学
」

被
害
者

補
償
」

被
害
調
査
」

被
害
弁
償
」

被
拘
禁
者
処
遇
最
低
基
準
規
則
」

解
説
）『
刑
事
法
辞
典
』信

山
社

二
〇
〇
三
年

「
緊
急
座
談
会

刑
務
所
改
革
の
到
達
点
と
ゆ
く
え
｜
『
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律

案
』
を
め
ぐ
っ
て
」

土
井
政
和
、
村
井
敏
邦
、
中
川
孝
博
）『
刑
務
所
改
革
の
ゆ
く
え
』

刑
事
立
法
研

究
会
）

現
代
人
文
社

二
〇
〇
五
年

「
安
形
静
男
『
社
会
内
処
遇
の
形
成
と
展
開
』」

書
評
）

（
犯
罪
社
会
学
研
究
三
一
号
）

二
〇
〇
六
年

「
浜
井
浩
一
『
刑
務
所
の
風
景
』」

書
評
）

（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
三
〇
号
）

二
〇
〇
七
年

「
日
本
の
犯
罪
と
刑
罰
」

（
行
政
書
士
ふ
く
お
か
）

二
〇
〇
九
年

「
村
井
敏
邦
『
裁
判
員
の
た
め
の
刑
事
法
ガ
イ
ド
（
法
律
文
化
社
二
〇
〇
八
）』

書
評
）

（
刑
政
二
〇
〇
九
年
五
月
号
）

二
〇
〇
九
年

「
吉
岡
一
男

著
『
日
本
に
お
け
る
犯
罪
現
象
｜
｜
刑
事
学
各
論
の
試
み
』

書
評
）

（
犯
罪
社
会
学
研
究
三
四
号
）

二
〇
〇
九
年

「
刑
事
司
法
と
福
祉
の
連
携
に
関
す
る
調
査
研
究
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
）
報
告
」

刑
事
立
法
研
究
会
社
会
内
処

遇
班
）

（
龍
谷
法
学
四
六
巻
三
号
）

二
〇
一
四
年
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そ
の
他

「
九
州
矯
正
研
究
会
に
出
席
し
て
」

感
想
）

（
九
州
矯
正
三
三
巻
四
号
）

一
九
八
〇
年

「
ラ
ス
ト
チ
ャ
ン
ス
計
画
に
つ
い
て
｜
法
学
者
の
立
場
か
ら
」

九
州
矯
正
研
究
会
報
告
）

（
九
州
矯
正
三
二
七
号
）

一
九
八
七
年

「
現
代
刑
事
法
学
の
視
点
｜
土
井
政
和
『
社
会
的
援
助
と
し
て
の
行
刑
（
序
説
）』
同
『
犯
罪
者
援
助
と
社
会

復
帰
行
刑
（
一
）

二
完
）』
加
藤
久
雄
評
釈
に
対
す
る
原
著
者
コ
メ
ン
ト
」

法
律
時
報
五
九
巻
五
号
）

一
九
八
七
年

「
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
外
国
国
際
刑
法
研
究
所
」

雑
報
）

（
法
政
研
究
別
冊
フ
ォ
ー
ラ
ム
第
四
号
）

一
九
八
九
年

「
西
ド
イ
ツ
の
小
村
で
学
ん
だ
こ
と
」

雑
報
）

（
ふ
ぉ
る
く
（
日
本
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
友
好
協
会
福
岡
支
部
機
関
紙
）
三
七
号
）

一
九
九
〇
年

「
九
州
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
新
し
い
行
刑
の
在
り
方
』」

報
告
）

（
法
政
研
究
第
五
七
巻
三
号
）

一
九
九
一
年

「
ド
キ
ッ
と
し
た
こ
と
」

随
筆
）

（
法
政
研
究
別
冊
フ
ォ
ー
ラ
ム
第
六
号
）

一
九
九
一
年

「
体
罰
に
よ
る
人
権
侵
犯
事
件
に
関
与
し
て
」

（
福
法
だ
よ
り
二
二
二
号
）

一
九
九
一
年

「
体
罰
事
件
と
人
権
擁
護
委
員
制
度
」

（
青
年
法
律
家
一
九
九
一
年
一
二
月
号
）

一
九
九
一
年

「
大
野
城
殺
人
事
件
コ
メ
ン
ト
・
刑
事
政
策
の
立
場
か
ら
」

（
子
ど
も
の
未
来
は
人
類
の
未
来
・
創
刊
号
）

一
九
九
一
年

「
体
罰
に
よ
る
人
権
侵
犯
事
件
に
関
与
し
て
」

（
委
員
だ
よ
り
六
一
号
）

一
九
九
二
年

「
社
会
内
処
遇
の
課
題
」

講
演
）

（
九
州
更
生
保
護
一
七
号
）

一
九
九
四
年

「
少
年
院
へ
の
送
致
基
準
」

座
談
会
）

（
子
ど
も
の
未
来
は
人
類
の
未
来
・
第
二
号
）

一
九
九
四
年

「
子
ど
も
の
人
権
を
め
ぐ
る
現
状
と
法
的
課
題
」

九
州
法
学
会
一
九
九
六
年
春
季
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）

（
九
州
法
学
会
会
報
一
九
九
六
）

一
九
九
七
年
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「
少
年
非
行
と
そ
の
処
遇
」

講
演
）

平
成
11
年
度
児
童
環
境
づ
く
り
推
進
機
構
事
業
福
岡
県
立
大
学
公
開
講

座
Ⅳ
講
義
録
『
子
ど
も
た
ち
を
は
ぐ
く
む
社
会
を
め
ざ
し
て
』
福
岡
県
立
大
学
・

財
）
福
岡
県
地
域
福

祉
振
興
基
金

二
〇
〇
〇
年

「
比
較
法
的
に
み
た
宗
教
教
誨
の
意
義
と
将
来
」

講
演
・
全
国
教
誨
師
連
盟
創
立
五
〇
周
年
記
念
大
会
）

（
全
国
教
誨
師
連
盟
創
立
五
〇
周
年
記
念
大
会
報
告
集
）

二
〇
〇
六
年

「
島
根
あ
さ
ひ
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー
開
所
五
周
年
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

パ
ネ
リ
ス
ト
）

（
島
根
あ
さ
ひ
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー
開
所
五
周
年
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム
報
告
書
）

二
〇
一
三
年
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